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お し ら せ

愛知県特定不妊治療費助成制度

問合せ先　 いきいき 健康推進グループ　☎52－9871

問合せ先　衣浦東部保健所 総務企画課　☎21－4778

医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療（体外受精または顕微授精）を受けられた夫
婦に、その費用の一部を助成する制度です。

助成対象医療　愛知県または他の自治体の指定医療機関で受けた特定不妊治療（ただし、文書料・食事療養
費標準負担額・個室料など、治療に直接関係しない費用は除く）

助成対象者　特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと医師に診断された方の
うち、次のいずれにも該当する夫婦
①治療開始時点で婚姻している法律上の夫婦であること
②申請時点で夫または妻のいずれか一方または両方が愛知県（名古屋市、豊橋市、岡崎市、
豊田市を除く）に住所を有していること

③夫婦合算の所得金額が730万円未満であること
④治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること

助　成　額　１回の治療につき15万円を上限に助成します。ただし下記⑴～⑶に該当する場合は次のとお
りです。
⑴次の①②の治療の場合は、１回の治療につき７万５千円を上限に助成
①以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
②採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため治療中止

⑵初回の治療に限り、１回の治療につき30万円を上限に助成（ただし⑴①②の治療を除く）
⑶特定不妊治療に付随して、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術（男性不妊治
療）を行った場合は15万円を上限として助成（ただし⑴①の治療を除く）

助 成 回 数　初めて助成金申請した際の治療開始日の妻の年齢によって次のとおりとなります。なお、通算
回数には平成28年度までに助成を受けた回数を含みます。
⑴当該年齢が40歳未満　　　　　　　通算６回まで
⑵当該年齢が40歳以上43歳未満　　通算３回まで

一般不妊治療費助成申請
一般不妊治療を受けた方で、次の要件に該当する方は、治療費の助成が受けられます。
平成30年３月１日から平成31年２月28日（木）までに受けた一般不妊治療にかかる費用については、平
成31年３月15日（金）までに申請してください。
※医療機関で記載してもらう「一般不妊治療費助成金支給受診等証明書」については、発行までに期間を要
することがありますので注意してください。

対 象 者　市内に住所があり、産婦人科・泌尿器科などで不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている戸
籍上の夫婦で、夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満の方

助成内容　一般不妊治療に要した自己負担額の２分の１以内の額を、１年度あたり５万円を上限として助成
します。助成期間は連続する２年間です。

申請方法　下記の書類、夫婦の健康保険証、印鑑、振込先がわかるものを持参のうえ、いきいき広場内健康
推進グループで手続きしてください。
①一般不妊治療費助成金支給申請書
②一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
③一般不妊治療費助成金支給受診等証明書
④該当する治療費の領収書
⑤夫および妻の所得額を証明する書類
⑥戸籍上の夫婦であることを証明する書類
⑦住所地を証明する書類
※①～③は、市公式ホームページからダウンロードできます。
※⑤～⑦は、申請者の同意を得て市が確認できる場合、省略できます。
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お し ら せ

問合せ先　衣浦東部広域連合総務課　☎63－0131

犬およびねこなど小動物の火葬については、集合火葬となります。
個々での火葬の要望や、骨を拾うことはできません。
休業日　１月１日、友引の日　　受付時間　午前９時～午後４時30分　　
使用料　１匹　１，０８０円
また、次のことについて理解と協力をお願いします。
・ダンボールなど、紙製の箱に入れてください。
・首輪、ビニール、プラスチック類、毛布など繊維類、飲食物など燃えにくいものは入れないでください。
・火葬できる大きさは、長さ150センチメートル、幅70センチメートル、高さ60センチメートル以内
のダンボール箱に収まる大きさです。

・いっしょに火葬したいそのほかの物については、問い合わせてください。

衣浦斎園からのお知らせ～ペットの火葬について～

平成30年第２回衣浦東部広域連合議会臨時会が、平成30年12月26日に広域連合議場（刈谷市役所）
において開催されました。議会では、衣浦東部広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が可
決されました。

今回選出の衣浦東部広域連合議会議員（議席番号順、敬称略）
知立市選出議員　杉浦弘一（すぎうら こういち）、中島清志（なかしま きよし）、小林昭弌（こばやし しょういち）

衣浦東部広域連合ＮＥＷＳ

衣浦東部広域行政圏協議会では、平成13年度に「衣浦東部ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の
広域化体制を構築するための方針を定めました。
本計画が、平成25年度の改定から５年を経過することから、内容を見直し、新たに改定を行います。
改定にあたり、より多くの意見を反映させるため、パブリックコメント制度に基づき、意見を募集します。

計画案の閲覧場所　協議会構成市（碧南・刈谷・安城・知立・高浜）の公式ホームページおよび各市企画担
当課窓口など

意見を提出できる方　協議会構成市内在住、在勤または在学の方、構成市内に事務所または事業所を有する
方、本計画に利害関係を有する方

意見提出　２月１日（金）～３月４日（月）に、①住所②勤務先または学校名（構成市５市外の人のみ）③氏名
④連絡先⑤計画に対する意見（様式自由）を、郵送（〒４４８－８５０１　刈谷市役所）、ファクス
（２３－１１０５）、メール（kikaku@city.kariya.lg.jp）または直接、刈谷市企画政策課へ提出し
てください。

※個別の回答や電話による受付は行いません。
※直接関係のない意見、賛否の結論だけを示したと判断されるものは、意見として取り扱いません。

意見への対応　本計画策定に向けての参考とさせていただきます。また、提出された意見は、意見の概要お
よび協議会の考え方を取りまとめて公表します。

衣浦東部ごみ処理広域化計画の策定についての意見募集

問合せ先　衣浦東部広域行政圏協議会事務局（刈谷市企画政策課）　☎95－0003

問合せ先　衣浦斎園　☎48－1620
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